
 
平成 30年 2月 10日 

第 15回逗子の未来協議会 

 

 

※枠線の意味 

新しい条例等を制定する。 

一部を自治基本条例に盛り込み、既存の条例等は改正する。 

重要な考え方だけを自治基本条例に盛り込み、既存の条例等は改正しない。 

 

    

 

 

【Ⅳ 市政運営】 

第 20条 市政運営の基本 
第 21条 情報公開 
第 22条 個人情報保護 
第 23条 情報発信 
第 24条 総合計画 
第 25条 財政運営 
第 26条 広域連携 

（仮称）総合計画

条例 

情報公開条例 

個人情報保護条例 

【前文】 

 

 

（仮称）自治基本条例の構成と関連する条例の関係 

まちづくり条例 

【Ⅰ 総則】 

第１条 目的 
第２条 用語の定義 
第３条 条例の位置づけ 
第４条 基本理念 
第５条 基本原則 

【Ⅱ まちづくりの担い手】 

第６条 市民の権利 
第７条 市民の責務 
第８条 事業者の責務 
第９条 議会・議員の責務 
第 10条 市長の責務 
第 11条 職員の責務 

 

 

【Ⅴ 条例の実効性の確保】 

第 27条 条例の普及啓発 
第 28条 条例の実効性の確保 
第 29条 条例の検証と見直し 

議会基本条例 

【Ⅲ 参加と協働によるまちづくり】 

第 12条 情報共有 
第 13条 市民参加 
第 14条 住民投票 
第 15条 協働の推進 
第 16条 地域活動の推進 
第 17条 住民自治協議会 
第 18条 子どもの参加 
第 19条 若い世代の参加と協働 

市民参加条例 

（仮称）市民協働
推進条例 

住民投票条例 

（仮称）地域自治
に関する条例 

市民活動の支援や協働のまちづ

くりについて条例化（例：市民

活動支援補助金、協働事業提案

制度の条例化など） 

地域自治システムについて条例

化 

総合計画策定条例を改正し、総

合計画の進行管理についても併

せて条例化（名称変更） 

前文や条例の位置付けについて

検討し、必要があれば改正 

 

 

 

 
＜（仮称）逗子市自治基本条例＞ ＜関連する条例＞ 

※（仮称）自治基本条例の構成は「ワークショップ等まとめ素案」をもとに記載しています。 

※ 条例の制定・改正内容等については、現在検討中であり、決定したものではありません。 

※ 議会・議員の項目については、今後議会と調整させていただく予定です。 

改正内容等 

制定内容等 

制定内容等 

改正内容等 

議会議員政治倫理
条例 


